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【助成勘定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。 

 

  

予算

（単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計 鉄道助成業務

中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

収入

運営費交付金 - - - 204 - 204 - - - 204 - 204

国庫補助金等 103,036 - - - - 103,036 100,440 - - - - 100,440

国庫補助金 103,025 - - - - 103,025 100,429 - - - - 100,429

政府補給金 11 - - - - 11 11 - - - - 11

借入金等

民間借入金 - - 40,000 - - 40,000 - - 40,000 - - 40,000

業務収入 - 25,750 72,431 156 - 98,338 - 25,750 72,431 145 - 98,326

業務外収入 130 - - - - 130 115 - 5 1 - 122

他勘定より受入 2,703 - - - - 2,703 2,666 - - - - 2,666

他経理より受入 - - 2,620 - △2,620 - - - 2,620 - △2,620 -

計 105,869 25,750 115,051 360 △2,620 244,411 103,222 25,750 115,057 350 △2,620 241,759

支出

業務経費 -

鉄道助成業務関係経費 18,669 - - 6 - 18,675 14,709 - - 5 - 14,714 ※1

支払利息 - 25,750 22,372 - - 48,122 - 25,750 22,372 - - 48,122

一般管理費 - - - 111 - 111 - - - 104 - 104

人件費 - - - 229 - 229 - - - 191 - 191 ※2

業務外支出 213 - - 14 - 227 162 - - 13 - 175 ※3

他勘定へ繰入 84,367 - 92,679 - - 177,047 85,731 - 92,679 - - 178,410

他経理へ繰入 2,620 - - - △2,620 - 2,620 - - - △2,620 -

計 105,869 25,750 115,051 360 △2,620 244,411 103,222 25,750 115,051 313 △2,620 241,716

※1　鉄道助成業務において、事業の進捗が予定を下回ったことによる減

［人件費の見積もり］　194百万円を支出する。

※3　鉄道助成業務において、国庫補助金の返還が予定を下回ったことに伴う減

区　　　　　　　分

計画 実績

※2　役職員給与が予定を下回ったことによる減

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に
相当する範囲の費用である。

収支計画

（単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務

債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計 鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務

債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

費用の部 103,249 25,724 41,988 351 - 171,312 110,216 25,724 41,988 299 - 178,226

103,036 - - 351 - 103,387 109,891 - - 299 - 110,189

103,036 - - - - 103,036 109,891 - - - - 109,891

- - - 349 - 349 - - - 297 - 297 ※1

- - - 1 - 1 - - - 2 - 2

- 25,724 41,988 - - 67,712 - 25,724 41,988 - - 67,712

213 - - - - 213 325 - - 0 - 325 ※2

103,249 25,724 59,922 349 - 189,244 110,216 25,724 59,927 337 - 196,204

- - - 191 - 191 - - - 190 - 190

- 25,724 59,922 142 - 85,788 - 25,724 59,922 132 - 85,778

103,036 - - - - 103,036 109,891 - - - - 109,891

賞与引当金見返に係る収益 - - - 13 - 13 - - - 10 - 10 ※3

退職給付引当金見返に係る収益 - - - 2 - 2 - - - 3 - 3 ※4

- - - 1 - 1 - - - 1 - 1

- - - 1 - 1 - - - 1 - 1

- - - 0 - 0 - - - 0 - 0

財務収益 - - - - - - - - 5 0 - 6 ※5

213 - - - - 213 325 - - 1 - 326 ※6

- - 17,934 △2 - 17,932 - - 17,939 38 - 17,977

- - - 1 - 1 - - - 1 - 1

- - 17,934 △2 - 17,932 - - 17,939 39 - 17,978

※1　人件費が予定を下回ったことによる減

※2　鉄道助成業務において、国庫補助金の返還が予定を上回ったことに伴う増

※3　人件費が予定を下回ったことによる減

※4　退職給付費用が予定を上回ったことによる増

※5　預金利息の受入による増

※6　鉄道助成業務において、国庫補助金の返還が予定を上回ったことによる増

資金計画

（単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計 鉄道助成業務

中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

105,869 25,750 115,052 485 △2,620 244,537 103,240 25,750 115,058 514 △2,620 241,942

105,869 25,750 41,988 372 △2,620 171,359 103,240 25,750 41,988 321 △2,620 168,679

- - - 1 - 1 - - - 5 - 5 ※1

- - 73,063 - - 73,063 - - 73,063 - - 73,063

- - 1 112 - 113 - - 7 188 - 195

105,869 25,750 115,052 485 △2,620 244,537 103,240 25,750 115,058 514 △2,620 241,942

105,869 25,750 75,051 362 △2,620 204,413 103,240 25,750 75,057 351 △2,620 201,778

- - - 204 - 204 - - - 204 - 204

103,036 - - - - 103,036 100,452 - - - - 100,452

2,833 25,750 75,051 158 △2,620 101,173 2,788 25,750 75,057 147 △2,620 101,122

- - 40,000 - - 40,000 - - 40,000 - - 40,000

- - 1 123 - 124 - - 1 163 - 165

※1　固定資産の取得が予定を上回ったことによる増

計画 実績

資産見返補助金等戻入

区　　　　　　　分

計画 実績

総利益

収益の部

運営費交付金収益

一般管理費

減価償却費

財務費用

雑損

経常費用

鉄道助成業務費

運営費交付金による収入

補助金等による収入

その他の収入

前年度よりの繰越金

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

翌年度への繰越金

資金収入

業務活動による収入

財務活動による収入

資金支出

鉄道助成業務収入

補助金等収益

区　　　　　　　分

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入

雑益

純利益

目的積立金取崩額
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【特例業務勘定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

予算

（単位：百万円）

計画 実績

収入

業務収入 5,685                    5,728                    

業務外収入 53                        697                      ※1　利息収入が予定を上回ったことによる増

他勘定より受入 92,679                  92,863                  

計 98,417                  99,289                  

支出

業務経費

特例業務関係経費 129,393                116,309                ※2　鉄道施設等整備支援助成費における設備投資計画の見直しによる減

借入金等償還 29,000                  29,000                  

支払利息 9,077                    8,839                    

一般管理費 918                      685                      ※3　嘱託手当が予定を下回ったことによる減

人件費 562                      431                      ※4　役職員給与が予定を下回ったことによる減

業務外支出 1                          1                          

他勘定へ繰入 19,466                  17,747                  

計 188,417                173,011                

区　　　　　　　分

［人件費の見積もり］ 450百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過
勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

収支計画

（単位：百万円）

計画 実績

費用の部 66,433                  49,821                  

経常費用 57,356                  40,987                  

特例業務費 55,603                  39,785                  ※1　鉄道施設等整備支援助成費における設備投資計画の見直しによる減

一般管理費 1,733                    1,186                    ※2　消費税が予定を下回ったことによる減

減価償却費 20                        16                        ※3　固定資産の取得が予定を下回ったことによる減

財務費用 9,078                    8,821                    

臨時損失 -                          14                        ※4　賠償償還及び払戻金があったことによる増

収益の部 19,669                  25,129                  

特例業務収入 -                          4,290                    ※5　共済年金追加費用引当金戻入益を計上したことによる増

財務収益 19,664                  20,614                  

雑益 4                          224                      ※6　貨物調整金の繰戻しがあったことによる増

純利益 △46,765 △24,693 

目的積立金取崩額 - -                          

総利益 △46,765 △24,693 

資金計画

（単位：百万円）

計画 実績

資金支出 190,417                1,083,694              

業務活動による支出 159,409                143,427                

投資活動による支出 8                          864,904                ※1　定期預金の預入れがあったことによる増

財務活動による支出 29,000                  29,000                  

翌年度への繰越金 2,000                    46,363                  

資金収入 190,417                1,083,694              

業務活動による収入 25,354                  26,063                  

投資活動による収入 106,763                1,009,064              ※2　定期預金の払戻しがあったことによる増

前年度よりの繰越金 58,300                  48,567                  

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

５． （２）財務運営の適正化 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 （１）財務運営の適正化 

毎年度、予算、収支計画及び資

金計画を適切に策定し、適正に管

理・執行することを通じて、財務

状況の健全性を確保する。 

独立行政法人会計基準（平成１

２年２月１６日独立行政法人会計

基準研究会策定、令和３年９月２

１日改訂）等を遵守し、適正な会

計処理を実施するとともに、運営

費交付金について、収益化単位と

しての業務ごとに予算と実績を管

理する。 

なお、毎年度の運営費交付金額

の算定については、運営費交付金

債務残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行う。 

（２）財務運営の適正化 

独立行政法人会計基準（平成１

２年２月１６日独立行政法人会計

基準研究会策定、令和３年９月２

１日改訂）等により、運営費交付

金の会計処理として、業務達成基

準による収益化が原則とされたこ

とを踏まえ、収益化基準の単位と

しての業務ごとに予算と実績の管

理を行う。 

また、各年度期末における運営

費交付金債務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減少に向けた

努力を行うとともに、独立行政法

人会計基準等を遵守し、適正な会

計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額

の算定については、運営費交付金

債務残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行う。 

（２）財務運営の適正化 

独立行政法人会計基準（平成１

２年２月１６日独立行政法人会計

基準研究会策定、令和３年９月２

１日改訂）等により、運営費交付

金の会計処理として、業務達成基

準による収益化が原則とされたこ

とを踏まえ、収益化基準の単位と

しての業務ごとに予算と実績の管

理を行う。 

また、各年度期末における運営

費交付金債務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減少に向けた

努力を行うとともに、独立行政法

人会計基準等を遵守し、適正な会

計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額

の算定については、運営費交付金

債務残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行う。 

＜評価の視点＞ 

・運営費交付金の会計処理とし

て、収益化基準の単位としての業

務ごとに予算と実績の管理を実施

したか。 

・各年度期末における運営費交付

金債務に関し、その発生状況を厳

格に分析し、減少に向けた努力を

行ったか。 

・独立行政法人会計基準等を遵守

し、適正な会計処理に努めたか。 

＜主要な業務実績＞ 

独立行政法人会計基準等によ

り、運営費交付金の会計処理とし

て、業務達成基準による収益化が

原則とされたことを踏まえ、収益

化基準の単位としての業務ごとに

予算と実績の管理を行った結果、

令和 6 年度末においては、運営費

交付金債務残高 6 百万円が発生し

ているが、これは建設勘定におけ

る運営費交付金の配分を留保した

ことによるものである。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

令和 6 年度末においては、6 百

万円の運営費交付金債務残高が発

生しているが、これは建設勘定に

おける運営費交付金の配分を留保

したことによるものである。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を達成している

と考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

５． （３）資金調達 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 （２）資金調達 

サステナビリティファイナンス

等を活用した資金調達能力は機構

の強みの一つであり、引き続き、

資金計画を適切に策定して、安定

的かつ効率的な資金調達を実施す

る。 

（３）資金調達 

サステナビリティファイナンス

を有効活用した資金計画を策定

し、短期資金及び長期資金の併用

等による安定的かつ効率的な資金

調達を実施する。 

（３）資金調達 

サステナビリティファイナンス

を有効活用した資金計画を策定

し、短期資金及び長期資金の併用

等による安定的かつ効率的な資金

調達を実施する。また、IR 活動等

を通じ機構の持続可能な開発目標

（以下「SDGs」という。）への貢

献に向けた取組を幅広く訴求する

ことにより投資家層の拡大を図

る。 

＜評価の視点＞ 

サステナビリティファイナンスを

有効活用した資金計画を策定し、

安定的かつ効率的な資金調達を実

施したか。 

＜主要な業務実績＞ 

サステナビリティファイナンス

を活用した資金計画を策定し、対

面及び WEB 会議による個別 IR

や投資家向けセミナーを実施し、

積極的かつ丁寧な情報発信に努め

た結果、短期資金及び長期資金を

併用した安定的かつ効率的な資金

調達を実施した。 

具体的には、日銀を含む主要国

中央銀行の金融政策変更や米大統

領選などにより、金利のボラティ

リティが非常に高い中、地方債と

同等の金利水準若しくは僅かなス

プレッド較差での起債ができた。 

加えて、環境性や社会性に共感

した 45 件（平成 31 年度からの累

計 409 件）という多くの投資家か

ら機構債券への投資表明を新規に

得ることができた。 

IR 等の実施状況は以下のとおり 

・個別 IR：都銀、地銀、地方公共

団体等様々な業態の投資家に対

して 146 件実施 

・投資家向けセミナーへの登壇：

9 件登壇（参加者数 750 名） 

・決算等説明会：銀行、証券会社

等 22 機関に対し実施 

＜評定と根拠＞ 

評定：A  

根拠：  

個別 IR や投資家向けセミナー

を実施し、積極的かつ丁寧な情報

発信に努めた。 

その結果、地方債と同等の金利

水準（±0％）若しくは僅かなスプ

レッド較差（+0.01％～+0.015％）

での起債を達成できたこと、また、

機構債券の発行趣旨に共感いただ

いた投資家から 45 件（累計 409

件）の投資表明を獲得したことに

より、低利で安定的な資金調達を

実施することができた。  

以上のことから、中期計画等に 

おける所期の目標を上回る成果を 

得られたものと考えられる。  

 

＜課題と対応＞ 

― 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

６． 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 ― ６．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金不

足等に対応するための短期借入金

の限度額は、２６０，０００百万

円とする。 

４．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金不

足等に対応するための短期借入金

の限度額は、２６０，０００百万

円とする。 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

７． 不要財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 ― ７．不要財産の処分に関する計画 

 主要幹線及び大都市交通線で本

中期計画期間において国土交通大

臣が指定する 貸付期間が経過す

る以下の区間について、貸し付け

ている鉄道事業者に対して譲渡 

を行った際の譲渡代金を国庫納付

する。  

・令和７年度 

譲渡区間：京葉線（都川・蘇我間） 

京葉線（西船橋・千葉貨物ターミ

ナル間）  小金線（新鶴見起点 

97k017m77 ・ 新 鶴 見 起 点 

97k337m68 間） 

鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式

会社 

５．不要財産の処分に関する計画 

該当なし 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

８． 重要な財産の譲渡・担保に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 ― ８．重要な財産の譲渡・担保に関

する計画 

該当なし 

６．重要な財産の譲渡・担保に関

する計画 

該当なし 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

― 

 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

９． 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 ― 

 

９．剰余金の使途 

・建設勘定 

管理用施設（宿舎に限る。）の改

修 

７．剰余金の使途 

・建設勘定 

管理用施設（宿舎に限る。）の改

修 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

＜課題と対応＞ 

― 

Ｂ 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

１０． （１）内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 （１）内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備」（平

成２６年１１月２８日総務省行政

管理局長通知）に基づき、業務方

法書に定めた事項を確実に実施

し、法人の長のリーダーシップの

下、内部統制の取組について実態

把握、継続的な分析、必要な見直

しを行う。 

 特に、機構は社会経済情勢の変

化や想定できない事態に適切に対

処しなければならない業務や多種

多様な関係者との調整や連携が必

要な業務を有しており、これらの

業務には様々な事業遂行上のリス

クが内在していることから、前中

期目標期間に引き続き、事業リス

クへの対応を徹底する。 

また、過去の入札不適正事案を

踏まえた再発防止のためのコンプ

ライアンスの取組を引き続き実施

する。 

（１）内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備」（平

成２６年１１月２８日総務省行政

管理局長通知）に基づき、業務方

法書に定めた事項を確実に実施す

るとともに、リスク管理、コンプ

ライアンスの推進、統制環境の整

備、統制活動、円滑な情報共有等、

内部統制の有効性を高める取組を

実施する。 

特に、機構は社会経済情勢の変

化や想定できない事態に適切に対

処しなければならない業務や多種

多様な関係者との調整や連携が必

要な業務を有しており、これらの

業務には様々な事業遂行上のリス

クが内在していることを踏まえ、

理事長のリーダーシップの下、リ

スクの把握・対応を行う。中でも

工程及び事業費の管理について

は、工程と事業費の同時かつ総合

的な審議を行う事業総合管理委員

会等を通じて管理の徹底を図ると

ともに、国や地方公共団体等の関

係者と情報を密に共有する。 

また、過去の入札不適正事案を

踏まえた再発防止のためのコンプ

ライアンスの取組を引き続き徹底

するなど、内部統制の取組につい

（１）内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備」（平

成２６年１１月２８日総務省行政

管理局長通知）に基づき、業務方

法書に定めた事項を確実に実施す

るとともに、リスク管理、コンプ

ライアンスの推進、統制環境の整

備、統制活動、円滑な情報共有等、

内部統制の有効性を高める取組を

実施する。 

特に、機構は社会経済情勢の変

化や想定できない事態に適切に対

処しなければならない業務や多種

多様な関係者との調整や連携が必

要な業務を有しており、これらの

業務には様々な事業遂行上のリス

クが内在していることを踏まえ、

理事長のリーダーシップの下、リ

スクの把握・対応を行う。中でも

工程及び事業費の管理について

は、工程と事業費の同時かつ総合

的な審議を行う事業総合管理委員

会等を通じて管理の徹底を図ると

ともに、国や地方公共団体等の関

係者と情報を密に共有する。 

また、過去の入札不適正事案を

踏まえた再発防止のためのコンプ

ライアンスの取組を引き続き徹底

するなど、内部統制の取組につい

＜評価の視点＞ 

・内部統制の有効性を高める取組

を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

・事業総合管理委員会等を通じ

て、事業遂行上内在する様々なリ

スクの把握・対応を行ったか。 

・工程及び事業費の管理につい

て、国や地方公共団体等の関係者

と密な情報共有を図ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

社会経済情勢の変化や想定でき

ない事態に適切に対処しなければ

ならない業務や多種多様な関係者

との調整や連携が必要な業務につ

いて、理事長のリーダーシップの

下、業務遂行上のリスクの把握、

対応を行うなど、内部統制の充実・

強化を図った。 

 

○鉄道建設事業における工程及び

事業費の管理 

工程と事業費の同時かつ総合的

な審議を行う事業総合管理委員会

等を通じてリスクを早期に把握

し、組織として適時適切な対応を

行った。また、国や地方公共団体

等で構成する会議体等を通じて、

各工区の工事の進捗状況、事業費

の執行状況、発生しているリスク

要因等について体系的な情報共有

を行った。 

なお、内部監査において、上記

会議体等を通じた工程・事業費管

理について、実効性のある対応に

なっているかとの観点で監査を行

い、ルールに則り、関係者間で調

整を進めつつ、課題解決に努めて

いることを確認している。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

 社会経済情勢の変化や想定でき

ない事態に適切に対処しなければ

ならない業務や多種多様な関係者

との調整や連携が必要な業務につ

いて、理事長のリーダーシップの

下、業務遂行上のリスクの把握・

対応を行うなど、内部統制の充実・

強化を図った。 

以上のことから、中期計画にお

ける所期の目標を達成していると

考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

て実態把握、継続的な分析、必要

な見直しを行い、内部統制の充実・

強化を図る。 

て実態把握、継続的な分析、必要

な見直しを行い、内部統制の充実・

強化を図る。 

 

・過去の入札不適正事案を踏まえ

た再発防止等のコンプライアンス

の取組を徹底したか。 

○内部統制委員会 

理事長を委員長とし、全役員が

参画する内部統制委員会を開催

し、過去の入札不適正事案を踏ま

えた再発防止のためのコンプライ

アンスの徹底も含めた、「令和６年

度内部統制に係る取組計画」を策

定の上、内部統制の取組について、

実態把握、継続的な分析等を通じ

て、内部統制の充実・強化に取り

組んだ。 

※「令和 6 年度内部統制に係る取

組計画」における取組項目は以

下のとおり。 

-リスクに対する評価と対応 

-統制環境の整備 

-情報と伝達に係る取組 

-ICT への対応 

-内部統制システムのモニタリ

ングと統制活動 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

１０． （２）人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 （２）人事に関する計画 

機構の役割を果たすため、人材

の確保・育成に関する方針を策定

し、社会的要請に応えうる組織運

営に努める。 

その際、社会経済情勢の変化に

伴い機構の業務が多様化している

ことも踏まえ、外部人材の積極的

な活用、要員配置計画の柔軟な見

直し等により、事業の進捗状況等

に応じた重点的かつ効率的な組織

運営を行うとともに、業務の質的・

量的な変化を的確に把握し、将来

を見据えた人材の確保・育成、技

術力やノウハウの維持・向上を図

る。 

また、多様性の観点に留意しな

がら、働き方改革に積極的に取り

組む。 

（２）人事に関する計画 

機構の役割を果たすための人材

確保・育成方針を策定し、社会的

要請に応えうる組織運営に努め

る。 

具体的には、社会経済情勢の変

化に伴い機構の業務が多様化して

いることも踏まえ、事業規模、事

業内容等業務の実情に応じて必要

な人材の確保に努め、他機関の知

見・ノウハウ獲得を加味した人事

交流を行いつつ、各業務の進捗に

対応するための人員の適正配置等

柔軟な運用を行うとともに、女性

活躍の推進など多様な人材が活躍

できるよう働き方改革等に取り組

む。 

また、職員に求められるスキル

の習得状況を可視化する取組を進

めるほか、業務の遂行に必要とな

る高度な専門的知識の修得、技術

スキルの向上等を図るための研修

を実施するとともに、自己啓発活

動を支援すること等を通じて、持

続的な業務の質の向上等に努め

る。その際、今後さらに強化を必

要とする業務分野については、積

極的に外部研修等も活用する。 

（２）人事に関する計画 

機構の役割を果たすための人材

確保・育成方針を策定し、社会的

要請に応えうる組織運営に努め

る。 

具体的には、事業規模、事業内

容等業務の実情に応じて必要な人

材の確保に努め、他機関の知見・

ノウハウ獲得を加味した人事交流

を行いつつ、各業務の進捗に対応

するため、特に鉄道建設事業の進

捗に伴う人員の適正配置等柔軟な

運用を行うとともに、女性活躍の

推進など多様な人材が活躍できる

よう働き方改革等に取り組む。 

また、職員に求められるスキル

を提示し、習得状況を可視化する

「スキルアッププログラム」を進

めるほか、業務の遂行に必要とな

る高度な専門的知識の修得、技術

スキルの向上等を図るための研修

を実施するとともに、自己啓発活

動を支援すること等を通じて、持

続的な業務の質の向上等に努め

る。その際、今後さらに強化を必

要とする業務分野については、積

極的に外部研修等も活用する。 

＜評価の視点＞ 

・以下に記載の必要な取組を行

い、組織の役割を果たすための人

材確保・育成方針を策定し、社会

的要請に応えうる組織運営に努め

たか。 

-人材確保、人事交流を行いつつ、

人員の適正配置等を柔軟に行った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

・人材確保に係る方針として令和

6 年度新規職員採用計画に基づ

き、現在及び将来の業務の円滑な

遂行を見据え、28 名の新卒職員を

採用した。また、即戦力として期

待される 13 名の社会人を採用し

た。なお、新卒職員採用にあたっ

ては、競争力向上のため初任給の

引き上げを行った。 

・定年退職者を引き続き雇用する

再雇用制度及び特定の事務所に勤

務する事務所限定職員制度を活用

するとともに、再雇用期間満了者

の嘱託（常勤・非常勤）採用によ

り、必要な人材確保に努めた。 

これら採用等のほか、鉄道事業

者等他機関からの出向者の受け入

れを行った。また、職員を他機関

へ派遣し知見・ノウハウの獲得に

努めつつ、各事業の工程、事業量

等を勘案のうえ、業務量に応じた

適正な人員配置に努めた。 

さらに、社内公募の実施や、従

来の運用にとらわれない人事によ

り、意欲や能力のある職員を積極

的に登用するなど、人員の重点配

置の取組を行った。 

・女性が活躍できる環境整備を目

的として、新規採用者に占める女

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠： 

令和 6 年度新規職員採用計画に

基づき、新卒職員や社会人の採用、

再雇用制度の活用等により、業務

の実情に応じた必要な人材確保に

努めるとともに、鉄道事業者等他

機関からの出向者の受け入れを行

った。また、職員を他機関へ派遣

し知見・ノウハウの獲得に努めつ

つ、業務量を考慮した人員配置を

行った。さらに、社内公募の実施

や、従来の運用にとらわれない人

事により、意欲や能力のある職員

を積極的に登用するなど、人員の

重点配置の取組みを行った。 

女性が活躍できる環境整備を目

的として、女性の積極採用施策を

実施するとともに、多様な人材が

活躍できる職場環境構築を目的と

して意見交換会や研修等を実施し

た。 

さらに、働き方改革を推進する

ため、業務効率化に向けた意識改

革を促す取組や、柔軟な働き方の

利用促進を図った。 

令和 6 年度研修実施計画に基づ

き、階層別研修及び業務別研修を

計画どおり着実に実施した。現場
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-働き方改革等に取り組んだか。 

 

 

 

 

 

 

-職員に求められるスキルの習得

状況を可視化する取組を進めた

か。 

-高度な専門的知識の修得、技術ス

キルの向上等を図るための研修を

実施する等により、持続的な業務

の質の向上等に努めたか。 

性比率の数値目標を掲げ、女子学

生向けの採用リーフレットの作成

や、女子学生向け採用イベントへ

の出展等積極的な女性採用の施策

を実施した。 

さらに、女性活躍推進の観点か

ら、女性管理職が少なくロールモ

デルが描きにくい現状を踏まえ、

役員と女性職員間における意見交

換会を実施するとともに、全役職

員を対象としたダイバーシティ推

進研修を実施するなど多様な人材

が活躍できる職場環境構築の取組

みを実施した。 

・働き方改革を推進するため、「業

務効率化ガイドライン」を策定し

意識改革を促すとともに、全職員

がテレワークに取り組む期間を設

定し、柔軟な働き方のひとつであ

るテレワークの更なる推進を図っ

た。 

・人材育成に係る方針としては、

令和６年度研修実施計画に基づ

き、職員の資質向上を図るための

階層別研修のほか、高度な専門的

知識の修得、技術スキルの向上等

を図るための業務別研修を着実に

実施した。新規採用者に配慮した

取組みとして北海道新幹線の現場

見学や入社 4 年目研修として青函

トンネルの現場見学を実施し、職

員のエンゲージメントや業務に対

するモチベーションの向上に取り

組んだ。さらに、研修の品質向上

（限られた予算・時間の有効活用）

を目指して策定した「研修効果測

定ガイドライン」は、今年度より

研修の効果測定ツールとして適用

し、研修転移の状況把握や継続・

見直しの参考として活用した。 

見学の受講者アンケート結果で

は、満足度やモチベーション向上

に対して約９割以上の職員から高

評価を得ている。 

また、個人のスキルアップと組

織全体の技術力の底上げを目指す

取り組みとしての SUP は制度導

入２年目の取り組みとして、面談

の着実な実施など制度運用上のフ

ォローアップや課題解決を図り、

制度のブラッシュアップを行っ

た。今年度の取組結果では、約９

割強が自身のスキルレベルを把握

できた、約６割強が SUP による成

長を実感したと回答している。 

その他、学習管理システムでは、

e ラーニング講座の充実化を図

り、職員が学ぶための環境整備を

行った。 

以上のことから中期計画等にお

ける所期の目標を達成していると

考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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・制度導入 2 年目となる「スキル

アッププログラム（SUP）」につい

ては、初年度の取組み結果より課

題となった項目の改善に向けた検

討を行い、制度のブラッシュアッ

プを行った。また、職員の制度へ

の理解・浸透に向けて新たにリー

フレットを作成したほか、運用面

ではフォローを中心に着実な実施

を図り、個人のスキルアップを通

じた組織全体の技術力の底上げに

努めた。 

・このほか、学習管理システムで

は e ラーニング講座の充実を図る

ことで、職員が学びたいときに学

びやすい環境を整え、職員のスキ

ル向上機会の充実を図った。 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

１０． （３）広報・情報公開の推進 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 （３）広報・情報公開の推進 

独立行政法人に求められる業務

運営の透明性を確保するため、業

務内容、役職員の給与水準、入札

結果や契約の情報、財務の状況等

について、ホームページ等で適切

に公表するとともに、大規模プロ

ジェクトに求められるアカウンタ

ビリティ（説明責任）の重要性を

踏まえ、主な業務の実施状況につ

いて、多様な発信手段を活用して

タイムリーに情報発信を行う。 

また、機構の業務に対する国民

の理解を深め、機構の認知度を向

上することにより、人材の確保や

事業を円滑に進めることが可能と

なることから、対外的な情 

報発信力の強化に取り組み、関

係機関とも連携して、戦略的広報

を推進する。 

（３）広報・情報公開の推進 

独立行政法人に求められる業務

運営の透明性を確保するため、業

務内容、役職員の給与水準、入札

結果や契約の情報、財務の状況等

について、ホームページ等におい

て分かりやすく公表するととも

に、大規模プロジェクトに求めら

れるアカウンタビリティ（説明責

任）の重要性を踏まえ、主な業務

の実施状況について適切かつタイ

ムリーに情報発信を行う。 

また、機構の業務に対する地元

関係者をはじめとした国民の理解

を深め、機構の認知度を向上させ

ることにより、事業の円滑な推進

や人材の確保を図ることを目的

に、例えば、機構が手掛ける各種

プロジェクトに係る内容やそのプ

ロセス、さらには技術面での対応

を紹介するなどにより、対外的な

情報発信を強化する。併せて、関

係機関とも連携し、SNS 等多様な

発信手段の活用を図り、それぞれ

のターゲット層に応じたコンテン

ツを展開するなど、戦略的広報を

推進する。 

（３）広報・情報公開の推進 

独立行政法人に求められる業務

運営の透明性を確保するため、業

務内容、役職員の給与水準、入札

結果や契約の情報、財務の状況等

について、ホームページ等におい

て分かりやすく公表するととも

に、大規模プロジェクトに求めら

れるアカウンタビリティ（説明責

任）の重要性を踏まえ、主な業務

の実施状況について、ホームペー

ジ、X（旧 Twitter）、YouTube、広

報誌などを活用して適切かつタイ

ムリーに情報発信を行う。 

また、機構の業務に対する地元

関係者をはじめとする国民の理解

を深め、機構の認知度を向上させ

ることにより、事業の円滑な推進

や人材の確保を図ることを目的

に、北海道新幹線（新函館北斗・

札幌間）に用いた建設技術、鉄道

災害への支援、船舶建造等におけ

る技術支援等について、積極的に

情報発信する。さらに、関係機関

とも連携しつつ、SNS 等多様な発

信手段を活用し、それぞれのター

ゲット層に応じたコンテンツを展

開するなど、戦略的広報を推進す

る。 

＜評価の視点＞ 

・業務内容、財務状況等について、

ホームページ等において分かりや

すく公表したか。 

・主な業務の実施状況について適

切かつタイムリーに情報発信を行

ったか。 

・対外的な情報発信を強化した

か。 

・関係機関と連携し、SNS等多様な

発信手段の活用を図り、ターゲッ

ト層に応じたコンテンツを展開す

るなどの戦略的広報を推進した

か。 

＜主要な業務実績＞ 

【業務運営の透明性の確保】 

業務内容、役職員の給与水準、

入札結果や契約情報、財務状況、

外部有識者による委員会の審議事

項等アカウンタビリティに係る情

報について、ホームページ等にお

いて分かりやすく公表した。また、

北海道新幹線（新函館北斗・札幌

間）の工事状況や北陸新幹線（敦

賀・新大阪間）の事業推進調査に

対する地域住民や関係者の関心の

高まりを踏まえ、ホームページの

トップやプロジェクトページのレ

イアウト等を見直し、ユーザーが

知りたい情報に辿り着きやすいよ

うに改修した。〔図 10-3-1〕 

 

【戦略的広報の推進】 

 部内外と連携して取り組み、機

構の業務に対する地元関係者の理

解促進を図った。 

○主な事業の実施状況の発信 

主な事業の実施状況について

は、ホームページ、広報誌、SNS

を活用し、広報誌では紙面と

YouTube を連動させた現場レポ

ートを掲載したほか〔図 10-3-2〕、

鉄道事業者と連携し車内誌に記事

掲載を行った。〔図 10-3-3〕 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

根拠： 

北海道新幹線（新函館北斗・札

幌間）及び北陸新幹線（敦賀・新

大阪間）をはじめ、地域鉄道の災

害支援や建設 DX などの業務の実

施状況について、ホームページ、

広報誌、SNS を活用し、タイムリ

ーに情報発信した。情報発信にあ

たっては、地域住民や関係者の関

心を踏まえ、ホームページを改修

して北海道新幹線プロジェクトペ

ージのアクセス数を 1.6 倍に増や

すとともに、YouTube を制作して

着実にフォロワー数を伸ばし、ニ

ーズに応じた情報提供やコンテン

ツを展開することで、閲覧者・視

聴者の機構事業への関心や理解を

高めることにつなげた。 

また、プレスリリース、報道公

開、取材対応に積極的に取り組み、

記者ブリーフィングやプッシュ型

で情報提供することで、メディア

に広く取り上げてもらえるような

仕掛けをつくった。さらに、新た

な取組として、開業後の北陸新幹

線及び西九州新幹線において、15

件のイベントに参画して開業実績

の PR を強化した。そのほか、子
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○SNS の有効活用 

YouTube においては、北海道新

幹線の難工事や開業した北陸新幹

線の技術、建設工事アーカイブな

ど、より幅広い方々に閲覧しても

らえるよう多様なコンテンツを提

供し、チャンネル登録者数を増や

した。〔図 10-3-4〕 

X を通じた発信では、北海道新

幹線の進ちょく状況、共有船の進

水・竣工の様子などタイムリーに

情報発信し、フォロワー数を増や

した。また、機構事業への関心を

高めてもらうため、投稿日にまつ

わる機構事業に関するトリビア

（「今日は何の日」）を配信するな

ど、〔図 10-3-5〕視聴者を意識した

SNS の有効活用に取り組んだ。 

○イベント・見学会等の地域にお

ける取組 

 北海道新幹線においては、事業

に対する理解促進のため、自治体

等主催イベントへの参画や現地で

見学会を実施し、札幌車両基地壁

面デザインに関してはオープンハ

ウスを開催し、積極的に地域住民

と直接コミュニケーションする場

を設けた。また、新たな取組とし

て、北陸新幹線及び西九州新幹線

においては、機構の開業実績を PR

するため、各地でイベントへの参

画を強化した。〔図 10-3-6〕 

 

【メディアとの連携】 

地域鉄道支援のための各団体等

との災害時連携協定等、北海道新

幹線の工事に係るイベント、機構

の各種業務実績について、プレス

リリース 53 件、報道公開 21 件を

実施した。また、取材や寄稿依頼

供をターゲットとした活動を強化

するなど、戦略的広報を推進し、

機構の業務に対する地元関係者や

国民の理解を促進するとともに幅

広い層の認知度向上につなげた。 

以上のことから、中期計画等に

おける所期の目標を上回る成果を

得られたものと考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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に積極的に対応し、機構の活動を

新聞・テレビ等のメディアに広く

取り上げてもらうよう取り組ん

だ。〔図 10-3-7〕 

 

【認知度向上に向けた取組】 

機構の認知度向上を図るため、組

織紹介動画及び組織 PR ポスター

を制作したほか、子供をターゲッ

トとしたイベントへの出展やグッ

ズ制作により、コミュニケーショ

ンの機会を増やし親しみやすさの

醸成に取り組んだ。〔図 10-3-8〕 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

１０． （４）環境への配慮 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 （４）環境への配慮 

機構の業務運営に当たっては、

環境負荷の低減、環境の保全につ

いて配慮するとともに、自然環境

保全対策、地球温暖化対策等に努

める。 

また、職員に対する研修等の実

施により、組織全体として環境に

対する意識の向上に努める。 

（４）環境への配慮 

鉄道や船舶は環境負荷の低い、

グリーン性を有する輸送機関であ

ることから、これらの整備を着実

に推進していくとともに、事業実

施に当たっては、最新技術や豊富

な実績に基づく知見・ノウハウを

活用し、環境負荷低減に資する取

組を積極的に実施する。 

具体的には、「地球温暖化対策計

画（令和３年１０月２２日閣議決

定）」等を踏まえて機構で定める

「第５期環境行動計画」に基づき、

事業実施時において、温室効果ガ

ス（CO2）排出量削減に向けた取組

や生物多様性の保存のための対策

などを推進する。なお、これらの

取組の状況や成果については、「環

境報告書」を毎年度作成の上、公

表する。 

また、組織全体として環境への

知識・意識を向上させることを目

的に、研修等を実施する。 

 

（４）環境への配慮 

機構で定めた「第５期環境行動

計画」（令和５年３月）に基づき、

温室効果ガス（CO2）排出量の削

減に向けたオフィス活動における

取組のほか、事業実施に当たって

は、最新技術や豊富な実績に基づ

く知見・ノウハウを活用し、環境

負荷低減に係る取組を着実に推進

する。 

また、組織全体として、職員の

環境への知識・意識の向上を目的

とした研修等を実施する。 

さらに、SDGs を意識しつつ、

機構の環境対策への取組状況や成

果を盛り込んだ「環境報告書

2024」を作成し、ホームページ等

を活用して公表するとともに、イ

ベント等を通じて機構の環境・社

会貢献面への取組を幅広く訴求す

るなど、適切かつ積極的に情報発

信を行う。 

＜評価の視点＞ 

・以下に記載の必要な取組を行

い、環境負荷低減に資する取組を

実施したか。 

-第５期環境行動計画に基づき、事

業実施時において、温室効果ガス

（CO2）排出量削減に向けた取組や

生物多様性の保存といった環境負

荷低減に資する対策を積極的に実

施したか。 

-機構における環境対策の取組状

況や成果を盛り込んだ「環境報告

書」を作成し、ホームページ等を

活用して公表したか。 

-組織全体として環境への知識・意

識を向上させることを目的に、研

修等を実施したか。 

＜主要な業務実績＞ 

・第 5 期環境行動計画に基づき、

温室効果ガス（CO2）排出量削減

に向けた取組や生物多様性の保存

といった環境負荷低減に資する対

策を積極的に実施した。その一環

として、部長クラスで構成する「環

境コアメンバー会議」を年２回開

催し、各事業部門やオフィス部門

における 2050 年カーボンニュー

トラルへの貢献をはじめとした更

なる環境負荷低減活動について、

例えば機構が事業主体となる鉄道

建設工事により発生する CO2 の

削減方策について電炉鋼材・高炉

スラグセメントの利用促進を検討

するなど、それぞれの部門の特性

を踏まえた取組を進めた。 

・機構における環境負荷低減の取

組状況や成果を盛り込んだ「環境

報告書」を作成・公表するととも

に、その取組を外部に向けてわか

りやすく示すことを目的に、「環境

YouTube」（機構の環境への取組を

動画で紹介）を制作し、公開した。

〔図 10-4-1〕 

また、機構が事業を進める過程

での環境負荷低減の取組みが一目

で分かることを目的とした環境イ

ラストを作成した。また、機構の

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

根拠： 

各事業部門やオフィス部門におい

て、第 5 期環境行動計画に基づき、

環境負荷低減に資する取組みを実

施するとともに、更なる環境負荷

低減活動の実施に向けて、検討を

行った。 

「環境報告書」の作成・公表や「環

境 YouTube」の制作・公開、環境

イラストの制作・公表などを通じ

て、機構の環境に対する姿勢を広

く PR した。 

全役職員向けに「e ラーニング研

修」及び「環境セミナー」を実施

し、組織全体として環境への知識・

意識向上を図った。 

以上のことから、中期計画等にお

ける所期の目標を達成していると

考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

― 
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サステナビリティにかかる取り組

みを包括的にまとめた WEB ペー

ジを機構 HP に新設した。これら

素材や媒体等を活用し、鉄道及び

船舶のグリーン性や機構の環境へ

の取組みについて、多方面に発信

することができた。 

・組織全体として環境への知識・

意識を向上させることを目的とし

て、全役職員を対象に、「e ラーニ

ング研修」や外部の有識者による

「環境セミナー」を実施した。〔図

10-4-2、写真 10-4-1〕 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

１０． （５）施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 ― （５）施設及び設備に関する計画 

該当なし 

（５）施設及び設備に関する計画 

該当なし 

＜評価の視点＞ 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

＜課題と対応＞ 

― 

評定 
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Ⅰ 当事務及び事業に関する基本情報 

１０． （６）機構法第１８条第１項の規定により繰り越した積立金（同条第５項の規定により第１項の規定を準用する場合を含む。）の使途 

当該項目の重要度、難易度 ― 

 

Ⅱ 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大

臣によ

る評価 

業務実績 自己評価 

 ― 

 

（６）機構法第１８条第１項の規

定により繰り越した積立金（同条

第５項の規定により第１項の規定

を準用する場合を含む。）の使途 

 

・建設勘定 

過去に会社整理及び施設譲渡が

行われた譲渡線並びに貸付料の回

収が一部行われなかった貸付線に

係る繰越欠損金であって、機構法

附則第２条第４項の規定により機

構への承継時に資本剰余金と相殺

されたものの補填 

 

・地域公共交通等勘定 

前中期計画期間終了までに自己

収入財源で取得し、本中期計画期

間に繰り越した固定資産の減価償

却に要する費用等への充当 

 

・助成勘定 

前中期計画期間終了までに自己

収入財源で取得し、本中期計画期

間に繰り越した固定資産の減価償

却に要する費用等への充当 

（６）機構法第１８条第１項の規

定により繰り越した積立金（同条

第５項の規定により第１項の規定

を準用する場合を含む。）の使途 

 

・建設勘定 

過去に会社整理及び施設譲渡が

行われた譲渡線並びに貸付料の回

収が一部行われなかった貸付線に

係る繰越欠損金であって、機構法

附則第２条第４項の規定により機

構への承継時に資本剰余金と相殺

されたものの補填 

 

・地域公共交通等勘定 

前中期計画期間終了までに自己

収入財源で取得し、今中期計画期

間に繰り越した固定資産の減価償

却に要する費用等への充当 

 

・助成勘定 

前中期計画期間終了までに自己

収入財源で取得し、今中期計画期

間に繰り越した固定資産の減価償

却に要する費用等への充当 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

・建設勘定  

実績なし  

 

・地域公共交通等勘定 

令和 6 年度における前中期目

標期間繰越積立金（機構法第 18

条第 1 項の規定により繰り越さ

れた積立金）の取崩額は 0.2 百

万円であり、前中期計画期間終

了までに自己収入財源で取得

し、今中期計画期間に繰り越し

た固定資産の減価償却に要する

費用等に充当した。  

 

・助成勘定 

令和 6 年度における前中期目

標期間繰越積立金（機構法第 18

条第 1 項の規定により繰り越さ

れた積立金）の取崩額は 0.7 百

万円であり、前中期計画期間終

了までに自己収入財源で取得

し、今中期計画期間に繰り越し

た固定資産の減価償却に要する

費用等に充当した。 

 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

＜課題と対応＞ 

― 

 

 

 

 



令和６年度業務実績等報告書（別紙）

令和７年６月















３．（６）① 地域公共交通出資及び貸付け

写真3-6-1-1 伊予鉄道の省エネ車両「7000系」
（機構撮影）

写真3-6-1-2 伊予鉄バスのEVバス（会社提供） 写真3-6-1-3
広島電鉄の新乗車券システム「MOBIRY DAYS」
（会社提供）と低炭素・低床車両（機構撮影）

写真3-6-1-4 北港テクノポート線整備事業（機構撮影）
【左】中央線夢洲駅開業セレモニー（R7.1.18）
【右】夢洲駅（Osaka Metro400系）
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３．（６）② 物流出融資

図3-6-2-1 SST（概念図）（会社提供）

写真3-6-2-2 ヤマトHD  物流拠点施設（機構撮影）

写真3-6-2-3 五洋建設 大型基礎施工船（HLV）イメージ
（会社提供）

写真3-6-2-4 丸加海陸運輸（会社提供）

【左】：ホッパー（木質ペレットをコンテナに充填する際に使用）
【中】：リーチスタッカー（発電所内コンテナの野積みに使用）
【右】：ホイールローダー（船内・構内作業や発電所での燃料投入に使用）

写真3-6-2-1 SST（車両）（会社提供）
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写真3-7-2-2 会社の経営自立のための支援
（一例：JR四国多度津工場の近代化）

写真3-7-2-1 会社の経営自立のための支援
（一例：JR北海道快速エアポート用車両の新製）

写真3-7-2-3 会社の経営自立のための支援
    （一例：JR貨物トラックスケールの設置）

※トラックスケール：コンテナ内の積載状況を確認するためのシステム

３．（７）② 会社の経営自立のための措置等 ※R6業務実績等報告書P５４
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１０．（３）広報・情報公開の推進

図10-3-2 広報誌とYouTubeの連動
（「鉄道・運輸機構だより」夏季号、YouTube「トンネルと高架橋の工事現場に潜入」）

図10-3-1 北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）及び北陸新幹線（敦賀・新大阪間）の情報に辿り着きやすくするための改修（機構HP）

先頭に目立つPick Upを新設

プロジェクトページの入り口を固定表示

トップ
ページ

北陸新幹線
プロジェクト

ページ

北海道新幹線
プロジェクト

ページ

沿線自体体への説明資料メニューを新設

QRコード

図10-3-3 JR北海道と連携した車内誌

シンプルなメニューに
見直し、分かりやすく

毎月
連載
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１０．（３）広報・情報公開の推進

図10-3-4 YouTubeによる幅広いコンテンツの提供 図10-3-5 Xを通じたタイムリーな情報発信やトリビアの投稿

図10-3-6 イベント・見学会等を通じた事業の理解促進やPRの強化

R6.4：1.88万人チャンネル登録者数 R7.3：2.23万人（＋19％）

トンネルの貫通 共有船の就航

北海道新幹線

R6.4：1.34万人フォロワー数 R7.3：1.44万人（＋7.5％）

北陸新幹線及び西九州新幹線

イベント参画 19件

オープンハウス 1件

見学会 7件

札幌車両基地壁面デザインの

オープンハウス 見学会（地元小学校など）

イベント（自治体主催など）

イベント参画 15件

海外視察団の訪問 今日は何の日

北陸新幹線の開業記念などに関するイベント

西九州新幹線の
開業記念に
関するイベント

開業実績のPR強化は

新たな取組
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１０．（３）広報・情報公開の推進

図10-3-7 報道公開の実施やメディアでの取り上げ

図10-3-8 認知度向上のための広報

レールの初陸揚げ（報道公開）

NHKワールド

各団体等との災害時協定締結

のと鉄道での鉄道災害調査隊の活動

3分で分かる鉄道・運輸機構
こども霞が関見学デー2024

組織PRポスター

第31回鉄道フェスティバル

北海道新幹線

締結式（報道公開） Starlinkを活用したトンネル内の通信エリア化（報道公開） テレビを通じた情報発信

UHB北海道

文化放送

TVhテレビ

北海道

子供向けのPR強化は

新たな取組

組織PRポスター制作は

新たな取組
27
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１０．（４）環境への配慮

環境YouTube「北海道新幹線の環境への取組 ～「エコな材料の活用」「水質の保全」～」

環境セミナー「脱炭素社会の実現に向けた横浜市の取組について」

図10-4-1 環境YouTube公開プレス

図10-4-2 環境セミナー資料表紙

【環境YouTube概要】

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の新幹線

工事について、機構が実施している環境配慮の取

組みである「高架橋工事における高炉セメントの

利用」及び「トンネル工事における濁水処理」に

ついてYouTube動画として公開。

【環境セミナー概要】

横浜市脱炭素・GREEN × EXPO 推進局脱炭素社会

移行推進部長岡崎様より、横浜市における脱炭素社会

の実現に向けた取組、特に脱炭素先行地域であるみな

とみらい２１地区において取組中である省エネ・再生

可能エネルギー転換等について紹介。 写真10-4-1 横浜市役所
 岡崎部長

28

※R6業務実績等報告書P８８～８９


